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●「県政への要望」の上位は、高齢者福祉、子育て支援…

県が2013年10月に実施した「県政世論調査」の「県政への要望」では、「高齢

者福祉」「子育て支援」「医療体制」の充実を求める声が上位を占めました。さ

らに「高齢者の健康」「食の安全」「治安の回復」「雇用対策」と続いていま

す。子育て世代にあたる20代から40代では「子育て支援・少子化対策」がトップ

となりました。

県が力を入れている「高速道路や空港、港湾などの交通ネットワークの整備」

を望む声は2.7％と少数でした。

●医療・福祉の全国指標は…

◇老人ホーム定員数（65歳以上人口千人当たり）………… ４０位

◇身体障害者更生援護施設数（人口100万人当たり）…… ４６位

◇知的障害者援護施設数（同）……………………………… ４５位

◇児童福祉施設数（人口10万人当たり）…………………… ３６位

◇保育所数（０～５歳人口10万人当たり）………………… ３５位

◇一般病院数（人口10万人当たり）………………………… ３１位

◇一般診療所数（同）………………………………………… ４６位

◇医師数（人口10万人当たり）……………………………… ４６位

◇看護師・准看護師数（100病床当たり）………………… ４２位

◇保健師数（人口10万人当たり）…………………………… ３８位

◇民生費（人口１人当たり県・市町村財政合計）………… ４４位

◇老人福祉費（65歳以上人口１人当たり・同）…………… ４３位

◇児童福祉費（17歳以下人口１人当たり・同）…………… ４１位

（２０１３年３月「茨城早わかり」、総務省「統計でみる都道府県のすがた２０１４」より）
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要望項目 2013年 2012年 2011年 2010年

高齢者福祉体制の充実 １位 37.3％ ２位 30.5％ ２位 28.6％ １位 32.5％

子育て支援・少子化対策 ２位 32.2％ ３位 27.5％ ３位 23.2％ ３位 28.5％

医療体制の充実 ３位 28.6％ １位 32.3％ １位 31.0％ ２位 30.2％

高齢者の健康推進 ４位 17.3％ ４位 17.9％ ５位 14.1％ ５位 12.9％

食の安全対策 ５位 12.5％ ７位 10.0％ ４位 14.2％ ９位 6.7％

治安の回復 ６位 11.2％ ６位 10.2％ ７位 11.0％ ６位 11.2％

雇用対策の充実 ７位 10.8％ ５位 11.6％ ６位 13.0％ ４位 13.8％

「県政世論調査」での「県政への要望」（毎年実施、複数回答）

「暮らしが大変」「国保税が高くて

払えない」――県民の声は切実です。

県政がこの声に向き合い、自治体とし

ての役割を果たしているでしょうか。



●介護保険 重い保険料・利用料の負担

〈県立社会福祉施設の統廃合〉

◇保健所廃止（18→12ヶ所 94年４ヵ所、99年２ヵ所）

◇婦人相談所など４相談所を統合（2000年）

◇県立水戸看護専門学院・夜間定時制廃止（02年）

◇県立中央看護専門学院保健学科廃止（02年）

◇児童養護施設（友部みどり学園）廃止（03年）

◇知的障害者援護施設（内原厚生園）の統廃合（03年）

◇特別養護老人ホーム（長生園）の廃止・民間売却（04年）

◇県立こども福祉医療センターを「民設民営化」（10年）

〈福祉・医療施策の削減〉

◇介護慰労金の廃止（02年）

◇医療費助成制度に入院費・食事費の自己負担を導入（05年）

◇小児慢性疾患助成への県独自助成を削減（06年）

◇精神障害者通院費補助打ち切り（06年）

◇在宅障害者福祉手当に所得制限を導入（07年）

◇重度心身障害者の医療費助成を削減（08年）

◇妊産婦医療費助成を削減（09年）

◇小児慢性疾患治療補助対象を縮小、所得制限を導入（09年）

●福祉施策は後退つづき…
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介護保険料・月額（県平均）介護保険料は12年４月の改定で県平均

22％値上げされ月額4,528円となりまし

た。保険料の引き上げは利用者、家族の

重い負担となっています。利用料負担も

高く、居宅サービスの利用限度額に対す

る利用率は４割にとどまっています。

認定者は年々増加していますが、介護

が必要と認定されても13年８月時点で

16.3％、17,766人がサービスを利用して

いません。

県内では保険料で17市町村、利用料で15市町村が独自の減免措置をおこない、

住民負担の軽減を図っていますが、市町村にたいする県の助成はありません。

介護保険料・利用料に県独自の減免措置を

日本共産党は、所得が少ない高齢者も安心して利用できる制度へ改善を求め

てきました。保険料・利用料を軽減している市町村への支援とともに、県独自

でも減免制度を創設することを提起しています。「要支援」の高齢者を介護保

険から除外する政府の改悪案にたいし撤回を求める意見書を提案しました（13

年12月県議会）。

第１期
（2000～02年度）

第２期
（2003～05年度）

第３期
（2006～08年度）

第４期
（2009～11年度）

第５期
（2012～14年度）

２，３９３円

２，６１３円

３，４６１円

３，７１７円

４，５２８円



●国保税 滞納世帯２割こえる、強まる「取り立て」
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●特養ホーム 増える待機者、低い整備目標

特養ホームへの入所希望者（各年度末）

2007年 08年

4,777人

6,185人

09年 10年 11年

5,513人

6,027人

県の整備目標
（2012年度から３ヵ年）

4,807人

6,600人

12年

特別養護老人ホームの待機者

が６千人を大きく超えていま

す。しかし、県の「第５期いば

らき高齢者プラン」（2012～14

年度）の整備目標は2,496 床

で、圧倒的に不足しています。

国は特養ホームの入所条件を

原則「要介護３以上」にする方

針です。高齢者や家族の実態を

無視した改悪に介護関係者から

撤回を求める声が広がっていま

す。

県民の32％が加入する国民健康保険。

保険税が高くて払えない世帯が２割を超

えています。年間所得200万円の４人家

族に30万円を超える負担を強いるなど、

住民の支払い能力の限界を超えているこ

とは明らかです。

滞納を理由に正規の保険証が取り上げ

られ、短期保険証や資格証明書が交付さ

れる世帯も増えています。保険税の強権

的な「取り立て」も強められています。

市町村は一般会計からの繰り入れで住

民負担の軽減に努力していますが、県は

06年に市町村国保への県費補助を廃止し

ました。
２００９年 12年

96,790
（19.7％）

112,017
（22.7％）

１０年

102,251
（20.7％）

１１年

（６月１日現在）

95,407
（19.3％）

特養ホームの整備目標引き上げを

日本共産党は、特養ホームの整備目標を引き上げ、計画的に待機者の解消

をめざす緊急整備を提起しています。さらにショートステイの確保、グルー

プホームや小規模多機能施設への支援など、基盤整備を求めています。

市町村国保へ県補助復活、国保税の引き下げへ

日本共産党は、国民健康保険への国庫負担の引き上げを国に求めるととも

に、市町村国保を支援する県補助を復活させ、国保税の引き下げを求めています。

滞納世帯への資格証明書、短期保険証の発行をやめ、減免制度の積極的活用を提

起。強権的な取り立てを中止し、親身な相談・収納活動への転換を求めています。



●子どもの医療費助成 自己負担・所得制限は据え置き
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●後期高齢者医療制度 滞納者に短期保険証

均等割保険料 所得割保険料率 １人当たり保険料

2010～11年度 ３７，４６２円 ７．６０％ ５０，０７０円

2012～13年度 ３９，５００円 ８．００％ ５１，３２０円

75歳以上の高

齢者が加入する

後期高齢者医療

制度では保険料

14年10月から外来

が現行の小学３年か

ら小学６年に、入院

が中学３年まで拡大

されます。長年の県

民運動の成果です。

しかし、自己負担と

所得制限は撤廃され

ず継続されました。

が高齢者の重い負担となっています。保険料が払えない滞納者には短期保険証が

発行され、13年８月現在で41市町村、1,487人に及びます。

日本共産党地方議員団は14年２月、県後期高齢者医療広域連合に申し入れをお

こない、14年度から２年間は保険料を据え置くことができました。

基金活用で値上げを抑え、短期証発行は中止に

日本共産党は、広域連合の基金と県財政安定化基金を活用して保険料値上げ

はおこなわず、低所得者の保険料免除、短期証発行の中止を提起しています。

高齢者に負担増と差別医療を押し付ける制度はただちに廃止し、元の老人保

健制度に戻すよう国に求めています。

外来

入院

現行
14年10月から

拡大

０歳 小学３年
小学６年

中学３年

○所得制限：旧児童手当特例給付の制限額準用
（扶養２人の場合 所得額453万円）

○自己負担：医療機関ごとに
外来１日600円、月２回限度

入院１日300円、月3,000円限度

変更なし

本県の所得制限はきびしく、水戸市の場合、３割の子育て世

帯は受けられません。所得制限を児童手当特例給付である所得

額532万円に引き上げるだけでも９割の世帯が助成を受けられま

す。県内市町村では独自に所得制限を撤廃する自治体が７割近

い30市町村にまで増えています。

日立市
土浦市
古河市
結城市
龍ヶ崎市
常総市
常陸太田市
高萩市
北茨城市
取手市
牛久市
つくば市
潮来市
守谷市
稲敷市
坂東市
筑西市
神栖市
桜川市
つくばみらい市
小美玉市
大洗町
東海村
大子町
美浦村
阿見町
河内町
境 町
利根町
（小１～中３のみ）
城里町
（30市町村）

独
自
に
所
得
制
限
を
撤
廃
し
て
い
る
市
町
村
（
13
年
10
月
現
在
）

中学３年まで

自己負担も所得制限もない無料化に

「子どもが安心してお医者さんにかかれるようにしてほし

い」――子育て世帯の切実な願いです。日本共産党は県民運動

と力を合わせ制度の拡充に一貫して取り組んできました。自己

負担も所得制限もなく中学３年まで無料化に必要な財源は県試

算であと25億円です。日本共産党は、税金の使い方を切り換え

れば完全無料化は十分できると主張しています。さらに高校卒

業までの無料化拡大を提起しています。



●認可保育所増設で待機児童の解消へ
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●児童相談所 虐待相談件数は10年間で倍増

●生活保護 保護率は全国の約半分

６
５
９
人

６
５
３
人

（10月1日現）

茨城県の児童虐待相談件数

４５２件

５９６件

８６４件

03年度

07年度

12年度

被保護

世帯

被保護

人員 保護率

全国の

保護率

06年度

07年度

08年度

09年度

10年度

11年度

12年度

13年3月

11,856

12,242

13,032

14,724

16,771

18,156

19,145

19,451

16,188

16,440

17,351

19,711

22,608

24,419

25,643

25,980

5.4

5.5

5.8

6.6

7.6

8.3

8.7

8.8

11.8

12.1

12.5

13.8

15.2

16.2

16.8

17.0

５

《保護率は人口1,000人当たりの割合。各年度の月平均値

（停止を含む）》

茨城県の生活保護の現状

認可保育所に希望しても入れない待機児童の解消

には定員超過の詰め込みや民間任せではなく、認可

保育所の計画的な新・増設が必要です。

政府の「子ども・子育て支援新制度」は、保育にたい

する国・自治体の公的責任を後退させ、企業参入を拡

大させるもので、「認可保育所に入りたい」の願いにこた

えるものではありません。日本共産党は、公立を含む建

設費補助の復活と拡充、運営費補助の増額、保育料の

負担軽減、無認可保育所への補助を求めています。

県内の中央、土浦、筑西の児童

相談所に寄せられた児童虐待に関

する相談件数はこの10年間に1.9倍

に増え、全相談件数の約２割に及

んでいます。

県内の生活保護世帯は19,000世帯を超

え、そのうち高齢者世帯が47.6％（13年４

月時点）を占めています。窓口で就労や親

族などの援助を求め申請を受け付けない事

例も横行しています。茨城県の保護率は全

国平均の約半分にとどまっています。

13年８月からの生活扶助費の大幅削減

に、水戸市内で生活保護費を受給する90世

帯が知事あてに不服審査請求書を提出しま

した。

申請の門前払いやめ、国民の受給権をまもる

日本共産党は、生活保護制度は憲法25条の生存権を保障した制度であり、保

護申請の門前払いや強権的な保護打ち切りを改めるよう求めています。受給希

望者の申請を無条件に受け付け、必要な人がきちんと受給できるようケース

ワーカーを増員し支援を強めるよう提起しています。

職員の増員、県南地域への増設を提起

日本共産党の長年の提起が実り12年９月、水戸市水府町に一時保護所と中央

児童相談所が一体的に移転新築されました。日本共産党は、児童福祉司の採

用・養成、児童相談所職員の増員を求めています。相談件数の多い県南地域へ

の増設、日立、鹿行分室を児童相談所に拡充するなど提起しています。

12
年

11
年

10
年

09
年

08
年

07
年



●減少する賃金、増加する非正規労働者

●地域経済支える中小企業 雇用の88％を担う

６

２００１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９ １０

９０

１００

１１０

１２０

１３０ １３０

９２

「茨城県県民経済計算」「事業所・企業統計調査結果」「経済センサス」より

２００１年＝１００

非正規労働者数

１人当たり県民

雇用者報酬

企業数 構成比

９２，８２３ ９９．９％

常用雇用者数 構成比

４７８，６９９ ８８．３％

〈中小企業白書・2013年版より〉

県内経済はこの10年、

企業所得は19％増えてい

る一方で、１人当たりの

県民雇用者報酬は８％低

くなり、年間39万８千円

減りました。非正規労働

者は01年の34万４千人か

ら09年には44万８千人と

30％急増し、県内労働者

の４割に達しています。

県内経済団体に賃上げ

と正規雇用の拡大を要請

県内の中小企業は企業数で99.9％、雇用者数

では88.3％です。この中小企業が元気になって

こそ、地域経済再生の道がひらかれます。しか

し、13年３月末の金融円滑化法の打ち切りで資

金繰りが厳しくされ、急激な円安による原材料

費や燃料費の値上げで中小企業の経営は依然厳

しい状況に置かれています。

１１９

企業所得

茨城 ７１３円

栃木 ７１８円

埼玉 ７８５円

千葉 ７７７円

全国

平均 ７６４円

最低賃金時間額

賃上げと雇用改善へ最低賃金の引き上げを

するよう求めた日本共産党の質問に橋本知事は「業績が改善し

ている企業には賃上げに対応してほしい」「正規雇用の増加を

さまざまな機会に要請していく」（13年３月県議会）と答えて

います。

日本共産党は、全国平均よりも低い本県の最低賃金の引き

上げを国に求めるよう提起。さらに非正規労働者の賃金と労

働条件の改善のために中小企業への助成策を講じ、時給1,000

円以上への引き上げを求めています。

中小企業への金融支援の拡充を

住宅リフォーム助成で地元中小企業の仕事増やす

日本共産党は、「円滑化法」の打ち切りにあたって、県の融資制度の金利の

引き下げや貸し出し条件の緩和など金融支援の拡充を求めてきました。

公共事業の生活密着型への転換を提起。波及効果の高い住宅リフォーム助成

制度の導入を提案しています。同制度は13年度、県内12市町村に広がり、地元

中小企業の仕事確保と住環境の改善整備で住民から喜ばれています。

（2013年10月現在）



●商工予算 近県と比べると…

１９９０年 ９５年 ２０００年 ０５年 １０年

農業産出額

（億円）

耕地面積

（ha）

農家数

（戸）

153千
140千

128千
114千 103千

199千
188千

182千
177千 174千

5192
4701

4147 4162 4306

◇農家戸数

103千戸
（全国２位）

◇農業就業人口

113千人
（全国１位）

◇耕地面積

174,100ha
（全国２位）

◇耕作放棄地

面積

21,120ha

◇農業産出額

4,097億円
（11年・全国２位）

本県農業の地位

（2010年度）

７

●商店街の実態 ８割以上が「衰退している」

２０１２年度の決算額
（決算総額に占める商工費の割合）

茨 城 １，１３４億円（１０．２％）

栃 木 １，０９９億円（１４．５％）

群 馬 １，０６６億円（１４．４％）

千 葉 １，７９３億円（１１．３％）

●茨城農業の現状

（総務省・平成24年度「決算状況」より）

魅力ある店舗の減少

大型店の影響

業種・業態の不足

地域の人口減少

空き店舗の増加

近隣商店街の影響

駐車場・駐輪場の不足

49.4％

43.5％

42.4％

35.9％

34.1％

15.9％

10.6％

最近３年間の商店街への来街者の減少要因

県実施の「平成23年度・商店街実態調査」より（上位７位・複数選択）

県実施の商店街実態調査

（３年毎）では、８割以上の

商店街が「衰退している」と

回答。主な要因に「魅力ある

店舗減少」「大型店の影響」

などを挙げ、大型店が出店し

た商店街では、７割以上が来

街者が「減った」と回答して

います。

県内の中小企業や商店街を支える商工費は

予算総額の１割程度です。近県並みに引き上

げるだけでも、中小企業の経営支援や商店街

振興は抜本的に拡充されます。

（農林業センサス、県資料）

開発用地に超大型店を誘致

税金を使って開発した用地が超大型店に提供されています。04年の「イオン

モール水戸内原」や07年の「イーアスつくば」、08年の「あみプレミアム・アウ

トレット」、県庁周辺の開発用地などへの誘致です。日本共産党は地元商店街と

の事前調整など大型店進出から地元商業を守る県独自の条例を提起しています。

耕作放棄地

面積（ha）
8千 10千

16千

20千 21千

4097

(11年）



●農林水産予算は公共事業中心

●ＴＰＰ（環太平洋連携協定） 本県農林水産業に大打撃

８

農産物 1113億円 26.0％

林産物 8億円 11.4％

水産物 53億円 26.4％

合計 1174億円 25.8％

減少額 減少率
品目名

生産
減少率

米 49％

小麦 99％

加工用
トマト 100％

牛乳
乳製品 100％

牛肉 58％

大麦 79％

豚肉 77％

生産
減少額

469億円

3億円

5億円

4億円

151億円

71億円

338億円

鶏肉 7億円 20％

鶏卵 61億円 17％

落花生 4億円 40％

本県農林水産物への影響

試算による減少額

農林水産物への影響試算

年度

予 算 額

（当初）

うち

公共事業費

公共事業費の

占める割合

２００８ ６４３億円 ３２２億円 ５０．１％

２００９ ６６１億円 ３６６億円 ５５．４％

２０１０ ５５６億円 ２５１億円 ４５．１％

２０１１ ５０３億円 ２２３億円 ４４．２％

２０１２ ５３５億円 ２５１億円 ４６．９％

２０１３ ５１３億円 ２３６億円 ４５．９％

農林水産部予算に占める公共事業県農林水産部の予算は減少してい

ますが、依然として約半分は公共事

業が占めています。農家が安心して

農業に取り組めるためには、価格保

障や所得補償を充実させ、他産業な

みの労働報酬を織り込んだ生産費が

保障されることが最低条件です。

不要不急の土木事業を見直し、価

格保障や所得補償の充実に必要な予

算を大幅に増額することは茨城農業

県は、日本が環太平洋連携

協定（ＴＰＰ）に参加した場

合の県内農林水産業に及ぼす

影響をまとめました（13年３

月）。それによると年間影響

額は08年に比べ、農林水産分

野の生産額の４分の１以上、

1,174億円が失われると試算しています。茨城の農業と

地域経済に大打撃となることが予想されます。

米は５割、豚肉は８割減少、牛乳・乳製品は全滅

農産物の品目では、米はほぼ５割に落ち込み、小麦は

99％と壊滅的被害を受けます。牛肉は約６割、豚肉は約

８割が減少し、牛乳・乳製品は全滅する見通しです。

ＪＡ茨城中央会は臨時総会（13年３月27日）を開き、

ＴＰＰ交渉参加撤回を求める決議を採択しました。農民

連などでつくる「茨城食健連」は13年６月、14年３月の

県議会に請願を提出。日本共産党は「国益を守るという

ならＴＰＰからの撤退以外にない」と採択を主張しまし

た。しかし自民、民主、自民ク、公明の各会派は反対

し、不採択にしました。

あじ 1億円 47％

さば 30億円 30％

いわし 15億円 45％

たら 0.2億円 52％

いか・干し
するめ 1億円 41％

かつお・
まぐろ類 6億円 27％

合板等 8億円 11％

〈林産物〉

〈水産物〉

を発展させ、食料自給率を向上させるために不可欠です。

価格保障・所得補償、新規就農者支援を予算の柱に

日本共産党は、価格保障と所得補償の拡充や後継者育成支援を柱に、家族経

営でも、大規模経営でも成り立つ農業振興策を提案しています。

米価暴落にたいして県独自に売り渡し価格への上乗せ、「地産地消」の取り

組みをつよめ、県産の農水産物の積極的活用、米飯給食を増やし、加工品の普

及・拡大、地域の直売所への支援拡充などを求めています。



●住宅被害の９割は直接支援のない「一部損壊」

全壊…………２，６２８棟

半壊………２４，３３０棟

一部損壊………

１８５，９６７棟

床上浸水……１，７９９棟

床下浸水……… ７７９棟
（2014月2月28日現在）

〔建物・外構など〕

被害あり………６９．０％

全壊……………１．７％

半壊……………６．５％

一部損壊……６０．８％

〔生産設備など〕

商品・製品……２８．５％

空調・給水設備……

２２．７％

店舗設備………２０．６％

生産設備………１０．７％

※県商工労働部が関係団体

に依頼した震災直後の緊

急アンケートの結果か

ら。調査期間2011.3.14～

23。回答数県内1,023社

〈住宅被害〉

〈中小企業の被災状況〉

東日本大震災での本県の住宅被害は約21万３

千棟と被災県では最大規模となりました。その

約９割は国の被災者生活再建支援制度の対象と

ならない「一部損壊」です。

日本共産党は、家屋や店舗の補修費用にたい

する県独自の支援策を求めました。橋本知事は

「財政負担が相当なものになり支援措置は困

難」（11年９月県議会）と答えました。県は修

繕資金を金融機関から借り入れた場合、利子補

給を実施しましたが、利用実績は極めて少なく

実態とかけ離れた制度となっています。

県内の公立学校は95％

が被害を受け、優先的な

予算措置が急がれまし

た。しかし県議会で自民

党が港湾の復旧を急ぐよ

う求めると、県は「利用

企業が円滑に操業できる

よう復旧工事に全力をあ

げる」と答え、港湾に重

点配分しました。

県民の生活と生業の再

建を優先すべき県政の役

割が問われています。
（2010年度から13年度ま

での災害復旧費の合計）

県
立
学
校

１
２
４
校

災害復旧事業

常
陸
那
珂
港
区
な
ど

４
港
湾

５４億円

３７４億円

９

復旧予算、港湾には県立学校の７倍

住宅・店舗修繕に県独自の支援策を提起

竜巻突風被害でも被災住宅への支援要請

日本共産党は、住宅と生業の再建に必要な公的支援をおこなうことを復興

の基本にすえ、「一部損壊」を含めた被災住宅、店舗の修繕に県独自の補助

をおこなうよう求めてきました。液状化など宅地地盤被害にたいして被災者

の負担軽減を求めています。さらに復興基金や国の交付金などを活用しての

利子補給事業の利子ゼロや家屋修繕への支援、住宅リフォーム助成制度の創

設を提起してきました。

12年５月６日発生した竜巻では、つくば市を中心に死傷者を出したほか、

県内約1,500棟が被害を受けました。日本共産党は被災者生活再建支援法や災

害救助法の適用要件の拡大を求めています。

なりわい

なりわい



●霞ヶ浦 水質悪化は環境基準の約３倍

１０

項 目 環境基準
（類型Ⅲ・水道３級） 2012年度 2011年度 2010年度

ＣＯＤ(ｍｇ/ℓ)  ３．０以下  ７．８  ８．２  ８．７ 

全窒素(ｍｇ/ℓ)  ０．４以下  １．０  １．２  １．３ 

全リン(ｍｇ/ℓ)  ０．０３以下 ０．０８４ ０．０８１ ０．１０ 

水質状況

※水源地域整備計画（1975～85）、湖沼水質保全計画

（第１期～5期）（1986～2010）での総事業費

●「エコフロンティアかさま」 操業期間を延長、県外受け入れ

●地球温暖化対策 ＣＯ２排出の７割は産業部門

茨城県のCO２排出割合（2010年度）

産業部門

(71.4）

運輸部門

(10.3）

民生部門

(12.7）

廃棄物部門(1.5）

工業プロセス(1.6）

霞ヶ浦の水質

は依然として高

い値で推移して

います。12年度

の実績は、ＣＯ

霞ヶ浦の水質浄化に投入された事業費

8,530億円（66.6％）

1,130億円（8.8％）廃棄物処理施設

生活排水対策事業

（下水道、浄化槽など）

しゅんせつ、導水事業

174億円（1.4％）家畜排せつ物処理施設

2,700億円（21.1％）

１兆2,800億円（1975年～2010年）

埋立面積 9.8ヘクタール

埋立容量 240万立法メートル

処理能力 14.5ｔ/日（２炉）

処理方法 高温ガス化直接溶

融方式

最終処分場

焼却・溶融処理施設

県環境保全事業団運営の「エコフロンティアかさ

ま」（笠間市福田、2005年操業開始）は、ごみの減

量化やリサイクルの進展などで収益が低迷している

として2010年に、当初10年間としてきた埋立期間を

30年に延長し、産業廃棄物を県外からも、可燃ごみ

は市外からも受け入れることに方針転換しました。

県包括外部監査報告書（13年２月）は、「どのような廃

棄物をどの市町村、他県から受け入れているのか統計

がない」と管理のずさんさを指摘しています。

2010年度の温室効果ガスのうちＣＯ２排

出量は4,947万6千トン。排出割合は産業部

門が７割を占め、全国平均（35.3％）の２

倍以上となっています。

県環境白書は「本県は鉄鋼、石油化学製

品生産県であることから産業部門が全国よ

り上回っている」と分析しています。

企業の「自主努力」まかせにせず、排出

削減の義務付けなど実効ある対策が必要で

す。

Ｄで環境基準の2.6倍、全窒素で

2.5倍、全リンで2.8倍です。

水質浄化対策にこれまで１兆

2,800億円が投入されましたが、

そのうち2,700億円は、大規模

しゅんせつや霞ヶ浦導水事業など

大型公共事業でした。

日本共産党は、しゅんせつの浄

化効果を検証し、下水道の整備や

高度処理浄化槽設置への支援、減

農薬農業の推進など実効ある浄化

対策への転換を提起しています。

（ＣＯＤ：化学的酸素要求量）

エネルギー転換部門

(2.4）



●教育行政の全国指標から

◇教員１人当たりの児童・生徒数

小学校児童数……………………………………………１７位

中学校生徒数……………………………………………１９位

高等学校生徒数…………………………………………１６位

◇公立小・中学校教育費（児童・生徒１人当たり）…………２５位

◇公立高等学校教育費（生徒１人当たり）………………… ３５位

◇公立特別支援学校教育費（同）………………………… ４４位

◇図書館数（１００万人当たり）…………………………… ４２位

●教職員を２０年間に２，９００人削減

（2013年３月 県統計課「茨城早わかり」より）

25,464人

24,226人

23,355人

22,530人

93年 98年 03年 12年

教育部門職員の削減の経過

●増える臨時講師

2001年 2012年

教員数に占

める割合

（12年）

小学校

中学校

高等学校

特別支援

学校

234人

212人

438人

147人

566人

490人

286人

282人

7.6％

10.9％

7.1％

18.7％

合 計 1,031人 1,624人 9.3％

欠員補充：定員に欠員が生じた場合に補充する講師

11

08年

25,116人

欠員補充のための臨時講師

橋本知事が就任した1993年以

降、この20年間に教職員は2,934人

削減されました。「第６次行財政

改革大綱」（2012～16年度の５ヵ

年間）では、公立小中学校の統廃

合や高校再編などをすすめ、さら

に366人削減する目標です。

教職員の削減によって臨時講師

が増え、教育現場で常態化してい

ます。本来、正規の教員を配置す

べきところを臨時講師で補充して

います。とくに特別支援学校で

は、教員の約２割は臨時講師で占

められています。

教員の増員で、多忙化

解消、少人数学級を

日本共産党は、いじめの早期発見のた

めにも教員に「子どもと向き合う時間の

保障を」と強調し、教員の増員、臨時講

師の正職員化をはかり教員の多忙化の解

消、少人数学級の拡大を求めています。

日本共産党の質問に教育長は「出来る

限り臨時職員の正職員化を図る」（12年

9月県議会）と答えています。



●35人学級 １４年度に小学５・６年生まで拡大

●高校授業料無償制に所得制限 ２割以上は受けられず

耐震化率

小中学校

高等学校

特別支援学校

７７．４％（全国43位）

８２．３％（全国30位）

８９．０％（全国39位）

（2013年４月１日現在）

茨城県の公立学校施設の耐震改修状況

●学校耐震化 小中は全国43位、県の財政支援が必要

1２

本県独自の少人数学級は、02年度に小学１

年を対象に導入され、03年度に小学２年、10

年度から小学４年と中学１年に対象を広げ、

14年度には小学５・６年まで拡大されまし

た。しかし、本県の方式は35人を超えるクラ

スが３クラス以上あることが条件で、２クラ

ス以下は非常勤講師での対応という不十分な

ものです。

国は11年度に小学１年、12年度に小学２年に導

入しましたが、自公政権によって35人学級のため

の教職員定数改善計画は白紙に戻されています。

高校授業料無償制は14年４月から就学

支援金制度となり所得制限が設けられまし

た。県内では２割以上の生徒が授業料を支

払うことになります。所得制限の導入は、教

育を支援の対象として扱うもので、教育を受

ける権利を無償化によって保障していく世界の流れに逆行するものです。

私立高校は就学支援金分を引いても入学金を除いて年50万円という保護者負担

が残ります。毎年12月の県議会には父母や教職員らが請願を提出。日本共産党は

紹介議員になるとともに、教育の機会均等を保障する立場から、私学助成の拡充

を求めています。

文部科学省発表の「公立学校施設の耐震

改修状況調査」で県内の小中学校の耐震化

率は全国平均の88.9％を下回り、全国43位。

13の都県では独自補助を実施し耐震化を支

援していますが、本県にはありません。

【小学校】
①１・２年生→全学年35人以下学級

②３～６年生

（ア）35人超３学級以上→１学級増

設、担任教諭１名配置

（イ）35人超1・2学級→学級毎に非

常勤講師１名配置

（５・６年生は2014年度に拡大）

【中学校】
①１年生

（ア）35人超３学級以上→１学級増

設、担任教諭１名及び非常勤

講師１名配置

（イ）35人超1・2学級→学級毎に非

常勤講師１名配置

小・中学校の全学年で実施を 必要額はあと54億円

日本共産党は、35人以下学級を全学年、全クラスで実施するための教員増や

必要予算を明らかにし、早急な実現を求めてきました。毎年県議会に提出され

る請願には紹介議員になり、実現に向け関係者と力を合わせています。

公立小中学校の耐震化に県独自補助を

日本共産党は、学校耐震化は市町村任せにせず、市町村にたいする県独自の

助成制度を提起しています。橋本知事は「国に手厚い制度がある。県独自支援

策を講ずる考えはない」（13年10月県議会）などと答えています。

（高校・2012年度県平均）

696,947円

7,850円

私立

公立
（初年度納付金＝

入学金を含む）

父母負担の公私間格差



●通学路の安全対策

2003

1 つくば特別支援学校 ３９４人

2 勝田特別支援学校 ３７８人

3 鹿島特別支援学校 ２８７人

4 美浦特別支援学校 ２５３人

5 境特別支援学校 ２５２人

6 水戸飯富特別支援学校 ２３９人

7 友部特別支援学校 ２１７人

9 水戸特別支援学校 ２００人

8 伊奈特別支援学校 ２２４人

児童生徒数が200人を超える

特別支援学校 （2013年５月１日現）

1３

●特別支援学校 １８校中、１２校で教室不足

（2013年10月末現在）

04 05 06 07 08 09 10 11 12

84 93 95
116 117

129

144

164 167

142
155
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特別支援学校の不足教室の状況

（プレハブ仮校舎を含む）

（５月１日現在）

通学路の安全点検の実施状況

特別支援学校の児

童生徒は年々増加

し、教室不足が深刻

な状況です。現在、

県立特別支援学校18

校のうち12校で教室

不足です。在籍児童

生徒が200人を超え

る大規模校は９校も

あります。07年に

200人規模で開校したつくば特別支援学校は、現

在394人と最大の過密状態になっています。

県教育委員会は10年度に「県立特別支援学校

整備計画」（2015年までの５ヵ年）を策定しま

した。12年度に境町の高校跡地を利用して「県

立境特別支援学校」を開設したほか、15年度に

は常陸太田市の小学校跡地に新設を計画してい

ます。しかし「整備計画」では教室不足は解消

されず、計画の抜本的な見直しが必要になって

います。

学校関係者、警察、道路管理者による合

同点検では、小学校で対策が必要な危険個

所は1,890ヵ所にのぼりました。「道路が

狭い」「見通しが悪い」「大型車が頻繁に

通る」などが挙げられています。

14年度予算には、通学路の歩道整備や交

通危険個所の改善として、「生活道路整備

事業」が増額されました。

大規模校の分離・新設で、教室不足解消へ

全普通教室に空調設備、14年度に予算化

日本共産党は、「整備計画」を抜本的に見直し、大規模・過密校の分離新設

を提起しています。とくに大規模化している「つくば特別支援学校」は、分離

新設と高等部の単独校など提案しています。

教職員や父母の運動と力を合わせ、スクールバスの増車など教育条件の改善

を前進させてきましたが、14年度予算では、美浦特別支援学校の校舎増築、県

内全校の普通教室にエアコン整備が実現しました。

報告

学校数

対策

必要個所

対策済

率

公立小学校 570 1,890 76.4％

公立中学校 229 605 28.3％

県立高校 100 137 87.6％

特別支援学校 21 26 80.8％

私立学校 35 64 48.4％



ばく大な税金をこれまでも、これか

らもつぎ込もうとしている大型開発。

現状はどうなっているのでしょうか。

●北ふ頭は大企業の「専用積み出し港」に

1４

茨城港常陸那珂港区建設は、ひたちなか地区開発の中心的事業です。東海村

とひたちなか市にまたがる海岸を埋め立て、北、中央、南の３つのふ頭を建設

する総事業費6,800億円の巨大事業です。

北ふ頭は1998年12月に内貿、2000年４月に外貿が完成しましたが、取扱貨物

量は伸びず３割はふ頭内に立地する東京電力常陸那珂火力発電所用の石炭が占

めています。県は今後「需要が見込める」として2001年２月に中央ふ頭に着

工。07年には進出企業の要請を受け、港湾関連用地を工業用地に用途変更して

コマツや日立建機の工場を誘致しました。北ふ頭は現在、日立建機、コマツの

両社が製造した大型建設機械の“専用積み出し港”と化しています。

企業呼び込みへ、中央ふ頭内に工業用地を埋め立て造成

09年３月、中央ふ頭の一部を工業用地（68ヘクタール）にする計画変更を決

定、建設機械をふ頭内で製造、積み出しができる企業の利益に応えています。

13年６月には、大手建設メーカーの生産体制が増強され「中央ふ頭地区におけ

る大水深岸壁の整備は喫緊の課題」として国の予算措置を求めています。

大企業の要請でばく大な税金投入 中央・南ふ頭は中止に

日本共産党は、すでに運用されている北ふ頭が大企業の「専用港」となって

いる実態を明らかにし、一部の輸出大企業の利益最優先でばく大な税金が投入

される港湾建設を批判し、今後3,000億円以上が投入される中央・南ふ頭の建

設中止を求めてきました。

今優先されるべきは大企業の応援ではなく、中小企業振興と地域の雇用拡大

につながる生活密着型公共事業への切り替えにあると提起してきました。



全体計画

2012年までの実施額

（負担割合） 主な事業内容

国

茨城県

地元市村

電力会社

1,422億円

4,425億円

203億円

750億円

885億円（26％）

1,694億円（50％）

93億円（ 3％）

694億円（21％）

東・北防波堤、県への補助金

岸壁、直轄負担金、用地造成

防波堤、岸壁

東・北防波堤

計 6,800億円 3,366億円（100％）

県施工分におけ

る電力分担金 467億円 466億円

電力用地造成（北ふ頭）

灰処分場造成（中央ふ頭）

合計 7,267億円 3,832億円

常陸那珂港区の総事業費と実施額

1５

●開発用地に大型商業施設呼び込み

ケーズデンキ

ジーユー

スポーツデポ

ヤマダ電機

国
有
地

テ
ク
ノ

セ
ン
タ
ージョイフル

本田
６．５３ha

ファッション

クルーズ
11.0ha

蔦屋書店

ビックモーター

東京

インテリア

コストコ
５．４ha

国道２４５号線

昭
和
通
り

至 勝田駅駐車場として暫定貸付

国営ひたち海浜公園

ひたちなか地区の土地利用状況

年 取 扱

貨物量

入 港

船舶数

０４

０５

０６

０７

０８

０９

１０

１１

430万㌧

414万㌧

446万㌧

422万㌧

437万㌧

494万㌧

650万㌧

609万㌧

738隻

761隻

816隻

916隻

1,004隻

979隻

1,316隻

1,287隻

常陸那珂港区の利用状況
常陸那珂港区の総事業費6,800億円のうちすでに

3,366億円が投入されました。その半分は県負担です。

入港する船舶は１日3.5隻程度で、取扱貨物量も大き

な伸びはありません。そのため県は14年度から、コン

テナ貨物を呼び込むために、利用荷主や新規に航路を

開設した船会社に助成をおこなう事業に踏み出しまし

た。助成制度の導入でポートセールスが有利になると

見込んでいます。

ひたちなか地区で県が

造成した開発用地の８割以

上は大型商業施設で占め

られています。複合型商業

施設や大型ホームセン

ター、家電量販店など相次

いで出店しています。

地元の商工会議所は橋

本知事に「これ以上の大型

商業施設の立地は控えて

ほしい」と要望しています。

しかし県は残る開発用地について「早期処分が必要。特定機能に限定することなく誘

致する」（13年６月県議会）と地元を無視して誘致していく姿勢です。

●総事業費は６，８００億円、すでに３，３６６億円を投入

日本共産党は「税金を投入して造成した土地に大型商業施設を呼び込み、ま

ちも地域経済も壊してしまっていいのか」と厳しく指摘、地元市村と土地の利

用・処分のあり方について協議の場を設けるよう求めています。

地元無視の受け入れを批判、２市村との協議の場求める



1６

●開港後も「利用促進」など理由に税金投入

●軍事基地と共用の危険 新滑走路は自衛隊も使用

茨城空港事業は新滑走

路建設や自衛隊滑走路の

補強など空港本体整備費

だけでも250億円、その

３分の１は県負担です。

関連道路や駐車場、臨空

型工業団地、空港公園、

ターミナルビルなど関連

航空自衛隊百里基地

は、Ｆ15戦闘機や偵察

機が配備されている実

戦基地です。年間の発

着回数は３万回にのぼ

ります。

同基地はこれまで滑

走路が１本しかなく、誘導路は住民の「一坪運動地」によって「くの字」に曲げ

られ「欠陥基地」といわれてきました。「共用化」によって自衛隊は新滑走路も

自由に使用できるようになり、基地機能は強化され、米軍との大規模な訓練も可

能となっています。自衛隊は新滑走路を年間600回使用（11年度）しています。

空港事業にこれ以上の税金投入すべきでない

日本共産党は、過大な需要予測や平行誘導路がない新滑走路の欠陥、軍事基

地と隣り合わせの危険性を指摘。開港後は「就航対策」を名目にした新たな税

金投入はやめるよう要求しています。新滑走路の自衛隊・米軍使用に反対し、

基地の縮小・撤去を国に求めるよう主張しています。

◇チャーター便を運航する旅行会

社、航空会社に助成

◇茨城空港発着便の団体利用送迎バ

スの借上げ経費の一部を助成

◇割引レンタカー制度

◇乗合タクシー実証運行（つくば、

神栖の２方面）

◇茨城空港―東京駅間に直行バス

（航空機利用者片道500円）

◇ブロガーなど個人で情報発信でき

る人を対象にモニターツアーを実

施し航空運賃の一部を助成

◇搭乗ポイント制――搭乗10回（片

道換算）で片道分１回分を無料に

（14年度から）

【第１回】07年10月15日～19日（三沢基地・タイプⅠ）

【第２回】08年１月16日～20日（ 同 ・タイプⅠ）

【第３回】09年10月２日～９日（嘉手納基地・タイプⅠ）

【第４回】10年１月29日～２月５日（ 同 ・タイプⅡ）

【第５回】12年２月13日～24日（岩国基地・タイプⅡ）
〈タイプⅠ〉１機から５機の米軍機が１～７日間にわたって実施する訓練

〈タイプⅡ〉６機から12機が８～14日間実施する大規模訓練

米軍再編による百里基地での日米共同訓練

事業を含めると550億円の大事業です。

10年３月、「北関東の玄関口」「首都圏第３の空

港」などとアピールし開港しましたが、４年を経過して

も国内便の開港時需要予測である年間81万人には

及ばず、旅客数は40万８千人（12年度実績）と需要

のないことを示しています。

開港後も県は「就航対策」「利用促進」のた

めの予算６億円余を含め、空港対策費として10

億円規模の税金投入をつづけています。14年度

は新たに「搭乗ポイント制」を導入し、航空会

社への支援を強めています。

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

４億7,889万円

５億7,512万円

６億4,068万円

５億7,900万円

６億2,683万円



●茨城県水道 人口減少期に過大な需要予測

県の長期水需給計画（いばらき水のマスタープ

ラン、2007年３月改定）は2020年を目標年次に１

人１日最大給水量を450ℓ、１日最大給水量を143

万1,000㎥と予測しています。 

水需給計画は人口予測が基本になりますが、11

年改定の県総合計画では県人口を2020年に285万

人、2025年には245万人から255万人に減少すると

予測しました。県総合計画で人口減少を予測しな

がら、長期水需給計画では１日１人当たりの最大

給水量を1.2倍、１日最大給水量を1.4倍に増やす

計画です。

給水実績は10年前からほとんど伸びず、計画とは

県内市町村の保有水量は認可地下水と既存水利権を合わせて給水実績の

1.14倍もあり、日本共産党は新規水利権の39万４千㎥は必要なく、新規の水

開発の中止を求めています。

給水量は十分確保、新規の水開発必要ない

給水実績

(09年度上水道） 981,059

地下水

既存水利権

285,025

852,610

保有水合計 1,137,635

八 ッ 場 ダ ム、

霞ヶ浦導水事業

など

新規水利権 394,400

（「茨城県の水道」２００９年度より）

※「県人口」の予測は「県総合計画」（改定）より

※給水量の予測は「いばらき水のマスタープラン」（改定）より
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大幅にかい離しています。このまま計画どおり水開発しても水余りをますますひどくする

だけです。県は長期水需給計画の改定で日量47万㎥、100万人分以上の水余りは認め

ざるを得ませんでしたが、過大な水需要予測は見直していません。

実態と大幅なかい離、過大な計画の見直し求める

日本共産党が計画の見直しを求めたのにたいし橋本知事は「長期水需給計

画の改定はおこなわないことにした」（13年10月県議会）と答え、実態との

かい離を県民に説明しないまま過大な水開発を推進する姿勢です。



茨城県の負担額

総事業費 13年まで

事業費 1,900億円 1,492億円

進捗率 ― 78.2％

総事業費

うち本県負担額

（内訳）治水分

利水分

4,600億円

268億円

126億円

142億円

2013年までの県負担
（見込み）

（内訳）治水分

利水分

231億円

107億円

123億円

八ッ場ダム建設事業の本県予算

1８

●霞ヶ浦導水事業 当初の目的は破たん

●八ッ場ダム 利水・治水とも必要性失う

◇事業主体：国土交通省

◇総事業費：約１，９００億円

◇工期：１９８４年度～２０１０年度

（５年延長、２０１５年度まで）

霞ヶ浦導水事業の目的の一つ、那珂川の水を

導水して霞ヶ浦を浄化することは、アオコ増殖

の原因である全窒素が那珂川の方が高く、むし

ろ導水によって霞ヶ浦の富栄養化を促進させ、

水質を悪化させると専門家が指摘しています。

もう一つの目的「都市用水の確保」は、すで

に大幅な水余り状況にあり新規用水は必要なく

なっています。

総事業費1,900億円の８割程度はすでに支出さ

れていますが、トンネル工事の進捗率は３割と

いう状況で、工期延長と事業費の大幅増額は必

八ッ場ダム事業（群馬県長野原町）は

利水・治水の両面から必要性がなくなっ

ています。首都圏の水需要も減少傾向

で、本県を含め「水余り」状況です。洪

水対策の効果も薄いことが明らかにな

り、利根川河川改修予算が課題となって

います。

工期を2019年度まで４年延長する議案

が13年10月の県議会に提出され、日本共

日本共産党は、過大な水需要予測にもとづく霞ヶ浦導水事業、八ッ場ダム

などの水源開発の中止を要求。新たな水源開発をやめれば、建設負担金など

がなくなり、水道料金の大幅値下げに道を開くことができると提起していま

県中央 ２億1,135万円

鹿 行 ４億4,608万円

県 南 15億3,933万円

県 西 ４億6,220万円

４つの広域水道事業の

2012年度決算の黒字額

過大な水開発やめれば、水道料金の引き下げできる

総事業費 13年まで
（見込み）

本県負担額 851億円 662億円

産党以外の各会派の賛成で可決されました。今後、大幅増額は必至で県財政をさ

らに圧迫することになります。計画発表から60年、ダムをめぐって苦しめられた

地元住民の生活再建と地域振興を国に求めるべきです。

至です。茨城、栃木両県の関係漁協は「漁業権を侵害する」と事業中止を求めて

います。

す。

４つの県広域水道は06年度から黒字を計上していま

す。鹿行と県西は一度引き下げましたが、県南は黒字決

算でも一度も値下げしておりません。関係市町村長から

は料金値下げの要望書が出されています。

日本共産党は、必要のない水源開発をやめ、水道料金

の値下げに踏み切ることを求めています。



地 区 名 施行面積 計画人口 施行者

つくば市

萱丸 292.7ha 21,000人 都市再生機構

島名・福田坪 242.9ha 15,000人 茨城県

上河原崎・中西 168.2ha 11,000人 茨城県

葛城 484.7ha 25,000人 都市再生機構

中根・金田台 189.9ha 8,000人 都市再生機構

つくばみらい市 伊奈・谷和原丘陵部 274.9ha 16,000人 茨城県

守谷市 守谷駅周辺 38.7ha 3,800人 守谷市

守谷東 39.5ha 2,400人 組合

合 計（８地区） 1731.5ha 102,200人 4,074億円

総事業費

539億円

626億円

3944億円

1,078億円

265億円

718億円

247億円

207億円

保有土地の状況 （2013年３月31日現在）

1９

●売れ残りは1,164haに
面積 借入残高

県 1,078.8ha 2,792億円

開発公社 36.0ha 96億円

土地開発公社 38.5ha 133億円

その他 11.3ha ―

計 1,164.6ha 3,021億円

●多額の将来負担が伴う大規模宅地開発

県や開発公社、土地開発公社が保

有する工業団地など売れ残り土地は

1,164ヘクタール、借入残高は3,021

億円にのぼります。234ヘクタール

保有していた住宅供給公社は10年９

月に都道府県では初めて破産を申し

立てました。

県はバブル経済崩壊後の1993年に

３公社の債務保証の限度額を引き上

げ、土地取得を拡大しました。売れ

残り土地の９割はこの時期に事業化

したものです。開発を控えるべき時

期に事業拡大した橋本知事の県政運

営の責任が問われます。同時に県議

会で賛成・推進した日本共産党以外

の各党の責任も重大です。

工業団地名 取得年 分譲可能面積 売れ残り面積

宮の郷 93～97 52.2ha 44.4ha

茨城中央 92～ 123.7ha 116.8ha

北浦複合 94～ 129.5ha 119.7ha

茨城中央
（笠間地区）

（総合流通セン

ター）

96～ 74.3ha 74.3ha

茨城空港

テクノパーク
04～ 37.2ha 37.2ha

バブル崩壊後に取得した工業団地

つくばエクスプレス（ＴＸ）沿線開発は、県などが事業主体となり、８地区1,700ヘクター

ルに人口10万人を呼び込もうという大規模宅地開発です。県の先買い用地費や区画整

理事業費は金融機関などからの借金でねん出されました。ＴＸ沿線開発全体の県債残

高は1,834億円（11年度末）です。地価は下落傾向にあり、先買い地が処分できたとして

も将来負担額は717億円（12年度決算ベース）にのぼります。県はＴＸ鉄道会社からの償

還剰余金があり、実質的な将来負担額は386億円を見込んでいると説明しています。

保有土地一覧は

20～21ページ

日本共産党は、沿線開発の規模縮小を含めた抜本的見直しを求め、開発の現

状を住民参加で検証することを提起しています。開発未着手地区の地権者にた

いする固定資産税の軽減を求めています。

つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
沿
線
の

土
地
区
画
整
理
事
業

開発の規模縮小など計画の抜本的見直しを



区  分 団地名等 取得年

分譲可

能面積

(ha)

24分 IIn

面積

24ラに

分譲済

面積
(ha)

未分譲

面積

(ha)

」(=a― c)

簿価

(百 万円 )

公募価格

(収 入見
込額 )等

(百 万 円 )

23末借

入残高

(百 万 円 )

24末借

入残高

(百 万円)

f

差引額

(百 万円)

g(=f― e)

H24年
度支払

利息額
(百万円)

県

企画部

ば

ス

ス
線

区

く

ク

レ

つ

エ
プ

沿

地

先買地 H6～ H17

*'320. 
?, 120 5

(47)

8

[1eb.1]

164,246 94,319 171,871 164,246 △ 7,62〔 1,448

保留地 H5～
2 94 1

11,376 9,591‐ 11,504 11,376 △ 12〔

/1ヽ 計

`414 4

(47)

279 5

[2748]

175,622 103,91[ 183,375 175,622 △ 7,75〔 1,542

工
業
団
地
（開
発
公
社
委
託
分
）

分
　
譲
　
中

常陸那珂 Hl
65 9 42 9

(51)

0

[179]

信託活用型ABL
導入によリー括管
理

3,152

那珂西部 Hl～ H〔 36 3 313

岩井幸田 H2～ H7

官の郷 H5～ H[
52 2 00

(75)

7.8

(173)

44 4

[27.1]

4,249

筑波北部 S55～ S51 103 2 1

茨城中央
(第 1期 )

H4～
(1.1)

6

[615]

20,968

買
収

・
造
成
中

茨城中央(第 2期
)
H4～ 54 2

北浦複合 H6～
129 5 00

(348)

98

(348)

119 7

[849]

4,766

茨城 中央
(笠間地区)

(船樋センタ→
H8～ 74 3 17,909

テ務サ実整クH16～ 3,307

ガ 計
684 7 33

(42 3)

254 7

(583)

0

[3717]

39,700 42,298 55,202 39,700 △ 15,501

未
造
成
工
業
団
地
等

岩 瀬 H2
°
 40 3 1,893 1,727

団地毎に区分していなし緒川 H2
6 27 3

27 8

鉾田西部 H2
3 50 8

3,183 2,364

南中郷未利用地 I12
5 32 9

/1ヽ 計
°
151 5,339 4,27[ 7,805 1,042 ∠ゝ 6,76〔

保健福祉計桜の郷 (土地開発公社に委託) H8～
0 1

(34)

C

(34)

6

117 . z)

1,848 2,892 4,417 0 △ 4,41

土

木

部

港用
湾 茨城港

造成済用地 S61-
102 3 74 1

(184) [98]

11,870 6,302 13,539
n rz,27B

-'a 
1,26

凍 lHl 造成中用地 S61- 88 5 57,577 11,80C
*n 

32, sb1 29,519 △ 3,031

事

業

地

区
画
整
理

線

吉

＞

螂
畷駆

圏

＜

原

先買地 H17
2 43.7

13 5

(19)

2

[28. 3]

11,352 5,58[ 11,187 11,352 61

保留地 H15～
2 30 4

企

業

局

工
業
団
地

阿見東部工業団地 H7～ H8
50 8 20

(△ 14)

8

(121)

0

[149]

9,291 8,444 9,967 8,940 △ 1,02

江戸崎工業団地 H21 1 1 2,895 2,89[ 0

計
1,633 8 35 1

(443)

555 (

(988)

1,078 8

[9800]

316,288 189,202 318,747 279,247 △ 39,50( 2,854 4

開

発

公

社

プ

ロ
パ
ー
エ
業
団
地
等

分
譲
中

つくば関城 Hl～ H3

団地毎に区分していない。

南中郷 S48～ Hl
06

(05)

7C

(2.8)

0

Irr. z]

1,31[

東筑波新治 H2～ H[
24 4 22 3

(11)

2 1

[10]

609

茨城 H2～ H[ 1,118 2,102

つくば下妻第二 H4～ H 17 4 1,663 1,74C

常陸太田 S56～ S61 0.0 27 2 0

古河名崎 H20～ H21 0

計
196 9 70

(05)

9

(39)

0

lsz. t)
4,065 6,332 10,704 9,607 △ 1,09'

県有及び公社等所有の分譲等対象用地の状況
平成25年 3月 31日 現在

20



(浄デヒ)

区 分 団地名等 取得年

分譲可

能面積

(ha)

24分譲
面積

(ha)

b

24ラに

分譲済

面積
(ha)

未分譲

面積

(ha)

d(=a― c)

簿価

(百 万円 )

公募価格

(収 入 見

込額 )等
(百 万 1可 )

23末借

入残高

(百万円)

24末借

入残高

(百 万円)

f

差引額

(百万円)

g(=f― e)

H24年
度支払

利息額
(百万円)

土
地
開
発
公
社

公
有
用
地

道路.公園.河川等(買 い戻し) H2～ H24 419 g 416 4 3 2,059 361 △ 1,69〔

般
公
共
部
門

代替地 H2～H17 33 C 32 4 △ 1

完
成

土

地
等

ひたちなか地区 H4～ H12
55 9 70

(15)

6

(155)

29 3

[138]

12,89C 12,89( 13,514 12,812 △  70乏

土浦市滝田地区 H3～ H6 2C 0

岬

門

析

泉

公 用

有 地
代替地 H3～ H10 59 7 △ 5〔 0

計
570.[ 150

(15)

532.0

(155)

38 5

[230]

13,538 13,53E 15,755 13,298 △ 2,451

カ
ー
ン

，
テ
イ

蒸
城
ポ
ー
ト

不
動
産

事
業
用

ひたちなか地区 H9,H23
0

(83)

3

[00]

3,744 3,744 0

開
発

鹿
島
都
市

不
動
産

販
売
用

鹿嶋・潮来・神栖市内 H5～ H17 1 0

計
414.( 57 1

(46.3)

1,249 4

(1265)

1,164 6

1,0381]

337,77C 212,957 345,206 302,152 △ 43,05` 2,932 4

(注)b, c欄下段 (   )内 :貸付済面積 (分 譲済み面積に含まれない)

d欄 下段 [   ]内 :分譲可能面積 (未 分.●面積―貸付済面積 )

*1 公募価格 0又 入見込額)等欄は,H24末鑑定評価額.将来負担見込額算定時の土地販売収入見込額のいずれかを計上。

*2 県企画部 【つ くばエクスプ レス沿級地区】,県土本部 【茨城港,圏央道沿線 (阿見吉原地区)】 の分譲可能面積は,計画面積を計上。

*3 県企画部 【未造成工業団地等】の分譲可能面積は,県が買い取つた面積を計上。 r・
17価 は,県が買い取った価額を計上。公募価格等は素地評lJ額を計上。

*4 県土本部 【港湾関連用地茨城港】の借入残高,支払利息額は,造成済.造成中の残高等を面積により按分 して計上。

*5 県企業局 【江戸崎工業団地】,茨城ポー トオーソリティ 【ひたちなか地区】,鹿島都市開発 【鹿嶋 潮来 神柄市内】の公募価格等は,簿価を計上。

*6 平成 17年 県出資団体等調査特卵j委員会において整理 した本県等の保有土地について記載。

*7 土地開発会社 【一般公共部門代替地,ひたちなか地区,土浦市滝田地区,新線部門代替地】のH24年度支払利層、額の うち,県債による無利子貸付分の県支払い利息

額については,合計額に計 上しない。

*8 県総務部 【未利用地〕,企画部 【工 4‐ 団地,そ の他】の公募価格等は,簿価,公募価格のいずれかを言1上 .

*9 県総務部 【米利用地】の分譲可能面積は,H24年度の処分可能面積を計上。

区 分 団地名等 取得年

分譲可

能面積

(ha)

24分譲
面積

24末

分譲済

面積
(ha)

未分譲

面積

(ha)

d(=a― c)

簿価

(百 万円 )

公募価格

(収 入見

込額 )等
(百 万円)

23末借

入残高

(百 万円)

24末借

入残高

(百 万円)

f

差引額

(百 万 円 )

g(=f― e)

H24年
度支払

利息額
(百 万円)

県

総
務
部

県庁舎周辺業務用地 H4
13 8 13 1

(0 1)

7 0

未
利
用
地

1日 畜産試験場 S8～ S12 34 4 34 [ 2,174 2, 0

その他 随時
り
 39 9 20 9 20 9 19 C 2,225 2,22[ 0

企
画
部

工
業
団
地

鹿島奥野谷浜地区 S46～ S48
85 4 4

(105)

0

[245]

1,487 9,10( 0

鹿島臨海工業団地等 S42～ H5
2,823 9 2,769 2

(230)

54 7

[317]

4,163 4,161 1

その他 鹿島開発代替地 S42´V 2,677 4 57 2.6019 75[ 2,023 2,02〔 0

計
5,674 [ 27 5 5,455 6

(336)

219 2

[1856]

12,33C 19,949 1

21

C



大型開発につきすすんできた結果、残さ

れたのは借金の山です。この借金返済にい

ま県民の税金がつぎ込まれています。

●橋本知事のもとで借金は３．７倍

1993年度 2014年度末

5,698億円

2兆1,153億円

2２

●売れ残りは1,165ha、借金残高は3,021億円

これまで1,827億円の税金投入 当初予算の３倍も

売れ残り工業団地や開発用地の破たん処理予算が急増しています。13年度最終

補正予算までで1,827億円が投入されました。当初予算に100億円程度を計上しな

がら年度末の最終補正で大幅に増額するという、県民犠牲のやり方です。

財源は県税収入や地方交付税など一般財源の増額分です。本来こうした財源は

県民生活を守るために使われるべきです。県民生活への支援より金融機関への返

済を優先する財政運営をつづけています。

県の借金である県債残高は、14年度末には２兆

1,153億円に膨らむ見込みでです。年間予算の２倍

となり、橋本県政のもとで3.7倍に増やされました。

県債残高の増大にともない、毎年の借金返済

である公債費も増えています。14年度当初予算

では1,457億円、歳出全体の13.4％を占め、教育

費、保健福祉費に次ぐ規模となっています。

開発行政の転換、銀行の「貸し手」責任を提起

日本共産党は、ばく大な借金をつくり県財政を歪めてきた開発行政の転換を

求めてきました。破たん処理にあたっては、銀行にたいして返済額の縮減や返

済期間の延長など「貸し手」責任を求めるよう提起しています。



●通常県債の７割以上は

公共事業関係

●免除額は１０年間で２８０億円に

2３

年度 免除税額

０３年度 7,200万円

０４年度 14億2,500万円

０５年度 26億8,400万円

０６年度 35億7,400万円

０７年度 57億1,200万円

０８年度 70億2,300万円

０９年度 40億6,600万円

１０年度 14億4,300万円

１１年度 10億6,200万円

１２年度 9億900万円

〈03～12年度の免除額累計〉

279億6,700万円
（法人事業税 172億2,700万円）

（不動産取得税107億4,000万円）

公共事業関係

（土木）

（農林）

（国直轄事業）

教育、公営住宅、保

健福祉、災害復旧、

その他

退職手当債

第３セクター債

１兆 312億円（74.4％）

（6,287億円）

（ 885億円）

（3,140億円）

2,698億円（19.4％）

496億円（3.6％）

355億円（2.6％）

計 １兆3,861億円（100％）

臨時財政対策債

減収補てん債

その他

5,033億円（82.0％）

535億円（8.7％）

569億円（9.3％）

計 6,137億円（100％）

１兆9,998億円合 計

（２０１１年度決算）

大型開発をすすめてきた結果、通

常県債の７割以上は公共事業関係が

占めています。

バブル崩壊後も国の景気対策に追

随し、公共事業をふくらませ、県債

を大量に発行してきたことが、財政

危機の最大の要因となっています。

第３セクター債は住宅供給公社の

破産処理の際に発行したもので、債

務保証を新たな借金で処理したもの

です。

本県は03年度から

県内に工場などを新

規立地・増設した企

業にたいし、不動産

取得税と法人事業税の３年間免除をしています。免除

総額は10年間で約280億円にのぼります。免除を受けて

いる７割以上は資本金１億円以上の企業です。

日本共産党は県内中小企業支援に重点をおくよう提

起しています。

●財政力指数は全国８位 本 県 全 国

財政力

指数

０．５９

（８位）

０．４９

経常収支

比率

９１．７

（４１位）

９４．１

実質公債

費比率

１４．１

（３２位）

１４．８

財政力指数は、財源に余裕があることを示す

指数で、本県は一貫して全国平均よりも高い水

準を維持しています。

経常収支比率は、毎年度経常的に収入される財

源のうち、人件費や公債費など毎年度経常的に支

出される経費が占める割合で、本県は全国平均より

も低くなっています。

実質公債費比率は、地方税や普通交付税など

使徒が特定されていない財源のうち、借金返済である公債費などが占める割合で

す。本県は全国平均よりも低い数値となっています。

※（ ）は本県の全国順位（経常収支比率、

実質公債費比率は、財政分析指標上好まし

くない方からの全国順位）

※2012年度の速報値

通
常
県
債

特
例
的
県
債

本県がもつ財政力を県民の福祉・暮らし優先に

日本共産党は、巨額な税金投入が必要な大型開発をやめ、本県がもつ財政力を

県民の暮らし優先に転換すれば、財政再建への道も開かれると提起しています。



２４

●子どもの健康調査 県は独自の実施を拒否

福島原発事故によって大量の放射性物質が

広範囲に放出され、放射能への不安が広が

りました。県内では若いお母さんなどから

子どもの健康影響調査を求める声が高まり

ました。

低線量被ばくによる健康被害は不明点が

多く、長期にわたり健康状態を見守る必要

があり、子どもや妊産婦、希望者への内部

被ばく検査、尿検査、甲状腺超音波検査の

実施が求められました。

健康調査を求める請願が県議会に提出さ

れ、11年12月県議会の保健福祉委員会で

は、日本共産党を含め全委員連名で保健福

祉部長に健康調査の実施を申し入れまし

た。しかし橋本知事は「現時点で内部被ば

く検査など必要ない」と健康調査の実施を

拒みつづけています。

福島原発事故から３年を過ぎても被害は

拡大しています。原発再稼働を認めず、原

発災害から県民の命と健康、生活をまもる

県政の取り組みが求められています。

「子ども・被災者支援法」——支援対象地域は福島県内33市町村のみ

福島原発事故による被災者を支援する「子ども・被災者支援法」の基本方針が

13年10月に閣議決定されました。しかし支援対象地域は福島県内の33市町村のみ

にとどまりました。県内からも「年間放射線量１ミリシーベルトを超える『汚染

状況重点調査地域』はすべて支援対象地にすべきだ」との意見が出されていま

す。

ダム湖底の放射能測定が実現

県北地域にある県管理のダムは下流住民の水道水源となっています。日本共産党は

ダム湖底に放射性物質が蓄積している危険性を指摘し、測定を要求しました。橋本知

事は底泥の放射性物質の調査を約束し、測定が実現しました。（12年９月県議会）

〈2012年第１回定例会〉

〈2012年第２回定例会〉

〈2013年第３回定例会〉

〈2012年第３回定例会〉

◇「子ども・被災者支援法」は福島県内

に限定することなく、本県を含めて必

要な対策を講じること。

◇子どもたちの健康を守るために必要な

将来に渡る具体的支援策を示し実施す

ること。

◇「子ども・被災者支援法」で言う「一

定の基準」を確定し対象地域を早急に

指定すること。

◇原子力規制庁を早期に発足。内部被ば

く線量を推計し、健康リスクの評価を

公表すること。

◇健康影響調査の必要性、対象者、実施

内容などに統一的な基準を示すこと。

◇健康影響調査実施は国の責任において

財政措置を講ずること。

健康調査の実施、徹底した除染、農産物の検査体制求める

日本共産党は、放射能による健康への影響について県独自の健康調査の実

施、子どもや妊産婦の継続的な調査、市町村がおこなう健康調査への支援を求

めてきました。除染は子どもが近づく施設や場所から優先しておこない、除染をおこ

なう市町村への支援体制を提起、農産物の検査体制の強化などを求めています。



●30キロ圏の14市町村、「避難計画」策定できず

2011年

３月11日

14時46分 地震発生

48分 原子炉自動停止

外部電源喪失。非常用ディー

ゼル発電機３台起動

緊急時炉心冷却機器による原

子炉冷却開始

19時25分 非常用海水ポンプ室冠水。非

常用発電機１台停止

13日 19時37分 外部予備電源（154㌔㌾）復旧

15日 ０時40分 原子炉冷温停止

18日 15時06分 外部常用電源（275㌔㌾）復旧

東日本大震災後の東海第２原発の状況

県は13年３月、地域防災計画を改定し

ました。東海第２原発から半径30キロを

必要な防護措置をとる区域、５キロを事

故時に即時避難する区域と定めていま

す。地域防災計画は基本的な方針で、住

民の避難計画は市町村が作成し、県はそ

れを支援するとしています。しかし14年

１月時点で30キロ圏内の14市町村での策

定はゼロです。圏内人口94万人をどう圏

外に避難させるのか、避難手段の確保、

避難経路、避難所設置、入院患者など要

援護者の避難など課題は山積していま

す。実効ある避難計画がないままの再稼

働など絶対に許されません。

東海第２原発は地震発生

時、原子炉は自動停止しまし

たが、外部電源を喪失し、３

台ある非常用発電機のうち１

台は津波の影響で水没し停止

しました。原子炉の冷却は２

台の非常用発電機でおこなわ

れ、原子炉水温が100度未満、

圧力が大気圧と同じになる冷

温停止となったのは３日半

たった15日午前０時40分、通

常の倍の時間を要しました。

２5

●原子力安全協定 周辺自治体が拡大を求める

石岡市

事業所名 原子力安全協定締結

日本原子力発電

(株）

東海発電所

東海第二発電所

茨

城

県

(所在）

東海村

(隣接）

日立市

常陸太田市

ひたちなか市

那珂市

日本原電との原子力安全協定は、県と

所在地の東海村、隣接４市が締結してい

ます。しかし、新増設や運転再開の事前

了解の規定をもっているのは県と東海村

だけで、隣接４市は事前了解の対象に

なっていません。水戸市など東海第２原発の周辺自治体が安全協定の枠組み拡大を

要望しています。30キロ圏内の自治体は避難計画の策定が求められており、再稼

働に意見表明を要望することは当然のことです。日本共産党は、日本原電に見直

すよう求めています。

●３．１１ 原子炉事故寸前だった



２6

●再生可能エネルギーに恵まれている茨城県

●再稼働急ぐ日本原電 避難計画は自治体まかせ

〈老朽化〉東海第２原発は1978年11月に営業運転を開始し35年を経

過しました。定期検査では原子炉のシュラウドサポートに40ヵ所以

上のひび割れが見つかるなど老朽化の症状を顕著に示しています。

11年５月からの第25回定期検査では、蒸気乾燥器のひびや高圧炉心

スプレイ系に部品の一部が脱落していたことが確認されています。

〈人口密集地〉住民の避難などが必要になる30キロ圏内に94万人、

該当する市町村の全人口では106万人に及ぶ全国一の人口密集地で

す。橋本知事は「県内のバスを総動員しても、１回24万人しか搬送できな

い。一斉避難は不可能」（12年３月県議会）と答弁しています。

設備容量（ｋｗ）

太陽光
住宅用 １，３２１，６８２

事業用 ７２８，１５６

風力 ９５，３２２

バイオマス（木質系） １０５，２５９

県内の再生可能エネルギー利用可能量

（2011年２月「緑の分権改革」推進事業・茨城県クリーン

エネルギー資源量調査より。風力は洋上風力発電を含

まない）

県が調査した再生可能エネルギー

の利用可能量は、太陽光、風力、バ

イオマスだけでも225万キロワット、原

発２基分に相当します。

再生可能エネルギーの導入は新

たな産業と雇用を創出し、地域経

済を活性化させます。しかし県は

2011年度に住宅への太陽光発電の

補助制度を廃止しています。

茨城から「即時原発ゼロ」を全国に

日本共産党は、東海第２原発の再稼働は中止し、廃炉にする政

治決断を要求しています。再稼働に向けた準備は中止し、運転停

止中のまま廃炉のプロセスにすすむよう求めています。

北茨城市

取手市

土浦市

古河市

筑西市

牛久市

つくば市

守谷市

小美玉市

阿見町

石岡市

高萩市

結城市

鹿嶋市

城里町

美浦村

五霞町

龍ヶ崎市

常総市

つくば

みらい市

下妻市

笠間市

桜川市

境町

（24市町村）

東海第２原発の再稼働を中止し、廃炉に

廃炉等の

意見書を可決

老朽原発の危険に加え、全国一の人口密集地

日本原電は原子力規制委員会に、再稼働に向けた適合審査の申請を急いでいま

す。13年６月にフィルター付きベント（排気装置）や防潮堤の設置に着工、７月

に浜田康男社長が再稼働方針を表明しました。しかし、原発による大事故を想定

しながら、事故時の避難計画は自治体まかせで、住民の安全には責任をとろうと

していません。

再稼働中止と廃炉を求める県民署名は30万人に及んでいます。

自治体議会での議決も県内24市町村に広がり、廃炉は多くの県民

の願いとなっています。

日本共産党は、原発発祥の地・茨城から「即時原発ゼロ」の声

を全国に発信しようと県民的な共同をよびかけています。



●一般質問を年間４０人に制限

——日本共産党の質問、予算議会から外す

●知事提出議案は、日本共産党以外全部賛成

2７

大型開発のムダ遣いや福祉切り捨て

をチェックする役割をもつ県議会です

が、実態は……。

（定数65、2014年3月現在）

いばらき自民党 ４３名

自民県政クラブ ５名

民主党 ５名

公明党 ４名

日本共産党 ２名
（無所属５名、欠員１名）

議員の発言は最大限保障されなければなり

ません。提案された議案の審議だけでなく、

県政全般について取り上げ、県の方針や施

策、知事の考えをただす大事な役割がありま

す。ところが茨城県議会では本会議の一般質

問は年間40人に制限しています。自民党が議

会運営委員会で強行決定しているためです。

橋本県政の唯一の野党として、県政を

チェックし、県民の声を県政に届けている日本共産党の一般質問は年１回

に抑えています。11年以降は質問できる議会を３月議会から９月議会に変

更しました。新年度予算を審議する３月議会は、日本共産党を排除し予算

に賛成する会派だけの質問になっています。

自民 民主 自ク 公明 共産

森林湖沼環境税の５年延長

（2012年12月）
● ● ● ● ○

手数料・使用料に消費税増

税分を転嫁（2014年３月）
● ● ● ● ○

県立こども福祉医療センター

の廃止、「民設民営化」（2013

年12月）

● ● ● ● ○

最近の福祉切り捨て・県民負担増議案への各会派の態度

自民 民主 自ク 公明 共産

私学助成の拡充（2013年

12月）
● ● ● ● ○

特別支援学校の教室不足

解消など（2012年12月）
● ● ● ● ○

30 人 以 下 学 級 の 実 現

（2013年12月）
● ● ● ● ○

●…賛成 ○…反対

●…反対 ○…賛成

茨城県議会は、自民

党と自民党系が８割近

くを占め、民主党、公

明党も一緒になって、

知事の提出の予算や議

案はどんなに県民犠牲

でも賛成する「オール

与党」議会となってい

ます。このなかで毎議

会討論をおこない、議

案の問題点をただし、

県民の目線で議会の

チェック機能を果たし

ているのは日本共産党

だけとなっています。

最近の県民要望の請願への各会派の態度



２8

発言規制の撤廃など議会運営の改善を提案

日本共産党県議団は、議会運営の改善を議長に申し入れてきました。一般

質問の年間制限をやめ、会期日数や会議時間を見直し、議員の質問権を保障

すること、全ての会派に代表質問を認め、議会運営委員会は全会派で構成す

ること、陳情書も請願書と同様に審議対象にすること、政務調査費の各会派

の収支報告をホームページで公開すること、費用弁償を廃止し交通費の実費

支給にすること、海外視察の当面中止などを提起してきました。

政務調査費の領収書添付、インターネット中継など実現

日本共産党が提起していた政務調査費の１円からの領収書添付義務付けが

2010年度から実現しました。日本共産党は「調査研究に必要な経費という目

的を厳格に守り、県民の理解が得られるものにすべき」と主張し、政党や後

援会、私的活動にも「按分」によって支出を認める「使途基準」の改善を求

めています。

この間、予算特別委員会のインターネット中継が実現、さらに常任委員会

の傍聴、議会独自の情報公開条例の制定、傍聴者への資料配布などが改善さ

れました。

県民要望の請願は不採択に

12年12月議会で自民党提案の議員定数の削減と

選挙区割りが強行可決されました。定数は現行65から

63とし、水戸市区（城里町を含む）、筑西市区、茨城

町と大洗町の東茨城郡南部から大洗町を分離してそ

れぞれ１減らし、大洗町を鉾田市区に加え１増やす１

増３減としました。 選挙区割りでは、「死票」を増

大させる１人区が36選挙区のうち22と６割以上を

占め、「１票の格差」も２倍を超える選挙区が５

つ残されました。また人口が少ない選挙区の方が

定数が多い逆転選挙区が８つもあります。

日本共産党は「民意の公正な反映に逆行する」

と改定案に反対し、「議員１人当たりの人口を基

本に、抜本的に見直しすべき」と提起。議員定数

は県民の多様な意見が反映できるためにも現行定

数を守る立場を主張しています。

※人口は2010年国勢調査による。

●水戸、筑西市区などの定数削減、1人区は６割以上に

選 挙 区 人 口

定

数

１票の

格差

牛 久 市

龍 ヶ 崎 市

鹿 嶋 市

稲敷郡北部

（阿見町、

美浦村）

守 谷 市

（潮来市）

81,684

80,334

66,093

65,239

62,482

30,534

１

１

１

１

１

１

2.68

2.63

2.16

2.14

2.05

1.00

日本共産党以外の会派は、知事提出議案には賛成する一方で、県民要望の請

願には背を向けて、ことごとく不採択にしてきました。

毎年12月議会に提出される私学助成の拡充を求める請願は、父母や関係者の

取り組みで約10万人の署名が添えられています。各会派が反対するなかで、日

本共産党は請願の紹介議員となり、討論で採択を主張しました。

水戸市（城里町含む）

筑西市

東茨城郡南部（茨城町）

鉾田市（大洗町含む）

７→６ 減１

３→２ 減１

２→１ 減１

１→２ 増１
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【連絡先】
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日本共産党水戸市委員会

電話029-221-7441 FAX029-221-7849

【連絡先】
〒308-0847 筑西市玉戸31-1

日本共産党西部地区委員会

電話0296-25-6511 FAX0296-25-6513

これでいいのでしょうか

県議会議員 県議会議員
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